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   新型コロナウイルス感染症対応に係る介護報酬の請求の取扱いについて(通知) 

 

 新型コロナウイルス感染症に係る介護報酬の請求（3 月提出分及び４月提出分）の取り

扱いについて、厚生労働省老健局より、別紙のとおり事務連絡がありましたのでお知らせ

します。 

 なお、介護サービス事業所等において、新型コロナウイルス感染症の影響によりやむを

得ない事情により通常の請求期日までに請求ができない場合は、提出時期等個別対応とな

りますので下記のとおり福島県国民健康保険団体連合会に届け出てください。 

 

記 

 

１． ２月サービス提供分（３月提出分） 

 令和 2 年３月１０日（火）１７時までに、福島県国民健康保険団体連合会へ電話 

 連絡により届け出ること。 

 

２． ３月サービス提供分（4 月提出分） 

    令和２年４月１０日（金）１７時までに、福島県国民健康保険団体連合会へ電話 

連絡により届け出ること。 

 

３． 連絡先 

    福島県国民健康保険団体連合会 介護福祉課  

電話番号 ０２４-５２３－２８７１ 

 

事務担当 

保健福祉部介護保険課給付係 

   電話 024-924-3021 

 保健福祉部地域包括ケア推進課 

介護予防マネジメント係 

 電話 024-924-3561 




